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ここ最近は、結婚、妊娠、出産にまつわる紛争が増えています。 
厚生労働省「平成２５年度労働局雇用均等室の法施行状況の公表」によれば、男女雇用機会均等法に関する

相談２１，４１８件のうち、 ①セクシャルハラスメントに関するもの９，２３０件、 ②婚姻、出産・妊娠等を理由と

する不利益取扱い３，６６３件、 ③母性健康管理３，４１６件であり、全体の相談の約７６％を占めています。 
 【紛争に至った事例】 
 
 
 
  
 
 
労働政策審議会は、女性社員が結婚、妊娠・出産に際して、均等法の内容や公的機関に相談や援助を求める

ことができることを知らずに退職を選択せざるを得ない場合が少なくないことから、広報活動等を実施するとし

ています。 
 

 
今回の改正及び新指針の概略は、以下の通りです。 
【改正及び新指針】 
 
 
 
 
 
【各項目の概略】  
① 間接差別となるおそれがある措置についての見直し 

  従来、間接差別となるおそれがある措置として定められている 「「コース別雇用管理」における総合職の募 

集または採用にあたって、転居を伴う転勤に応じられることを要件とするもの」 について、「総合職」という 

限定を外し、また、募集・採用だけでなく「昇進」「職種の変更」が追加されます。 

これにより、今後はすべての労働者の募集・採用、昇進、職種の変更にあたって、合理的な理由なく転勤要

件を設けることは間接差別に該当することになります。  

改正男女雇用機会均等法施行規則が７月１日施行 

① 妊娠の報告をしたところ、次回の契約更新は行わないとされた 
② 上司からセクシャルハラスメントを受け、継続勤務が困難になった 
③ 正社員の労働者が育児休業から復帰するにあたり、パートとして勤務するよう命じられた 
④ 育児短時間勤務を申し出たら、精勤手当を不支給にすると言われた 
⑤ 女性であるために、昇進で差別を受けていると労働者からの主張 

① 間接差別となるおそれがある措置について見直し 

② 性差別事例として、結婚を理由とした職種変更等に関するものが追加される 

③ 職場のセクシャルハラスメントについて、さらなる予防・事後対応の徹底が求められる 

④ コース等別雇用管理についての新指針が制定される 

１．妊娠・出産にまつわる紛争の状況 

２．改正内容及び新指針の概略 

２０１３年１２月２４日に公布された 「男女雇用機会均等法施行規則」 が、７月１日から施行されました。 
「女性の活躍促進と働き方の変革」 はアベノミクスでも具体的に言及されている大きな一つの柱であり、 
男女雇用機会均等法への企業の理解、対応は今後ますます重要になるものと思われます。 
今回の改正について、概要をみていきましょう。 
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はセクシャルハ

底するように求
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す。 
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訓練、職掌に変

が性別により

環境を整備する
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場のセクシャル
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うした性別によ

クシャルハラス

メントに該当す
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置転換、行為
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談対応が追加

 

加 

を理由として職

設けること」 

事後対応の徹

ハラスメントとい

求められます。

管理を行うに

別雇用管理を

等の新設・変更

変更について、

差別されるこ

ることは、ます

捉えるのではな
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まず、次の

  □ 就
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クハラ相談窓

には同性に対

ャルハラスメン

背景には性別

に基づく言動

談対応について

微妙な場合で

者や被害者に

して、被害者と

罪、被害者の労

業場内の産業
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あたり、適正か

について、 ②

の４点につい

働く女性が母
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均等待遇にか

。 

いただきます
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規程、人事評

の研修の実施
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対するものも含
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と行為者の関
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母性を尊重され

います。 この
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のおそれがあ

談に応じること

対応措置が追

関係改善に向

での不利益の回

フ等による被害
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についても、今

に関する指針

運用するための

募集・採用につ

き事項を定め

れつつ、その能

の点からも、今

の状況を今一

企業様はお気

には、制度の一

。 
きましょう。 
金制度、労働

が明示されます

合は、法違反と

言動があるこ

である旨が明示

ある場合や、そ

とが必要とされ

追加されます。

けた援助や両

回復等が挙げ

害者のメンタル

際して、既婚女

今後は予防・

針 

のガイドライン

ついて、 ③配

めています。 

能力を十分に

今回の改正を「

一度見直す絶

気軽にご相談下

一部分だけに

働時間管理の

す。 

となります。 

ことが考えられ

示されます。 

そもそもセクシ

れます。 

。 

両者を引き離

げられていまし

ルヘルス不調

性につい 

事後対応

ンが明確化

配置、昇進、

に発揮でき

「企業を縛

絶好の機会

下さい！ 

に手を加え

の見直し 

れるため、

シャルハラ

すための

したが、 

調への 
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◆高まる“人手不足感” 

雇用情勢が良くなりつつある現在、人手不足感が急速に高まってきています。特に建設業や介護

事業、飲食業、サービス業等においてこの傾向は顕著です。 

企業にとって近年の死活問題とも言える「人材確保」や「採用後の職場定着」を図るためには、働きが

いのある職場づくりが重要です。 

そんな中、厚生労働省が設置したプロジェクト企画委員会では、「働きやすい・働きがいのある職

場づくり」を促進するため、中小企業が活用できる各種ツールを作成しました。 

 

◆「ツール」の内容 

同委員会が作成したツールの内容は、下記の３つです。 

（１）  ポータルサイト「働きやすい・働きがいのある職場づくりサイト」 

…中小企業の取組み事例、中小企業事業主向けの支援策や調査報告書の概要を掲載したポー

タルサイト 

（２）  「働きやすい・働きがいのある職場づくり事例集」 

…「評価・処遇」「人材育成」「業務管理・組織管理」「人間関係管理」に取り組む中小企業の事例を

業種別・取組み別に紹介した事例集 

（３）  「働きやすい・働きがいのある職場づくりに関する調査報告書」 

…雇用管理制度などの取組み状況と「働きやすさ」「働きがい」との関係などについて、中小企業

の人事担当者と中小企業で働く従業員を対象に調査した報告書 

 

◆ポータルサイトにおける事例紹介 

上記（１）のポータルサイトでは、「働きやすい・働きがいのある職場づくり」の事例が紹介されてい

ます。自社の参考にしてみてはいかがでしょうか？ 

・入社半年後の新入社員を対象として「新入社員フォローアップ懇談会」を実施し、社員の定着を図っ

ている。（製造業） 

・社員間の情報共有システムを構築し、各職場における仕事や課題の状況を全社員で共有できるよ

うにして職場での問題対応に活用している。（情報通信業） 

・メンター制度を核にした育成・評価制度の導入によって従業員の働きがいや働きやすさを追求して

いる。（サービス業） 

・目標管理面談や毎月の面談を通じて職員の希望や提案を吸い上げ、ジョブ・ローテーションや業務

改善に活用している。（福祉関連業） 

 

 

 

 

 

 

      「働きやすい・働きがいのある職場づくり」 

                     ツールのご紹介 

 

【ご参考】 

働きやすい・働きがいのある職場づくりポータルサイト 

URL: http://www.mhlw.go.jp/chushoukigyou_kaizen/ 

人材確保・ 

定着のため  
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の指示をしたこ

かったが、あっ

万円を支払う

じめ・嫌が

度の施行状況

トップになりま

のルールづく

ラブルが起こっ

エールでは、パ

があれば、お

のいずれも減

など、高止まり

年連続トップ

670件）、助言

,297件）とい

92.0％を処理

から｢ミスを３回

て体調を崩し

求するも支払わ

っせん申請をし

ことはあったが

っせん委員が金

ことで合意が

がらせ」が２

況が公表され

ました。 

くりや予防策と

ってから対処

パワハラやセ

気軽にご相談

減少。 

りといえる。 

プで増加傾向

言・指導の申

いずれも大幅

理。 

回したらクビだ｣

し退職。 

われなかった

した。 

が、ミスを３回

金銭による解

が成立し、解決

２年連続

れました。 

としての研修な

処するのは大変

セクハラの防止

談ください。 

  

向。  

申出では

幅に増加。 

｣ 

たため、 

したら解雇

解決の考え

決した。 

続トップに

など整備し

変な労力を

止のための

に！ 
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【建設業セミナー＆相談会のご報告】 

弊社社会保険労務士加藤が新規に社会保険に加入された建設業

様向けに「算定基礎調査作成説明会＆相談会」を６月１２日および 

７月３日に建設業団体様主催で担当させていただきました。 

 算定基礎届の作成の仕方と、調査にあたった場合に何を確認するか

ポイントをわかりやすく解説させていただきました。 

１０月には「建設業のための社会保険未加入問題セミナー」の講師

を都内で土崎・加藤が担当させていただきます。 

エールでは毎月、建設業様向けの社会保険問題の相談会を開催して

おります。ご予約はこちらまで TEL 045-549-1071（担当：加藤） 

 

柳沢です。 

先日「春を背負って」という映画を観に行ってきました。立山の大自然を舞台に、山小屋を営む物語です。

主人公は、外資系金融会社で、何億というお金を動かすエリートだったのですが、山小屋を営む父の死を

きっかけに、自らの意思で山小屋を継ぎ、周りの人たちに助けられながら山小屋を営んでいきます。 

山の自然は本当に恐ろしく、低気圧に襲われて遭難したり、足を踏み外して命を落としたり。その多くが、

自然を甘く見たがために起こる不幸で、その人たちを救おうと立ち上がる地元の人が命を落とすなど、考

えさせられる内容でした。 

ところで、この映画は何を伝えたかったのでしょうか。大自然の怖さでも、自然を甘く見る人間の愚かさ

でもなかった気がします。 

立山の大自然は壮大で、それだけでも見応えがあるのですが、山小屋での触れ合いを通して、「ありのま

まの自分で生きること」、「人は一人では生きられないこと」、「それぞれが背負っているものを、周り

の人と背負い合いながら生きること」の大切さ、素晴らしさを 

伝えたかったのかなと思いました。 

私は、もう何年も山登りをしていないのですが、いつか富士山 

に登ってみたいというのが私の夢の一つです。自然を甘く見ず、 

小さめの山への登山からチャレンジし、いつか富士山に登ると 

いう夢を実現させたいなと思っています。 

今月のコラムは、 

柳沢が担当します。 

 

手続きをご依頼頂いている企業様へ 

● 賞与支給の有無、支給日、支給額が決定したら、ご連絡下さい。 

   賞与支払届を提出する必要がありますので、賞与計算が済みましたら、賃金台帳を弊社にＦＡＸして 

   下さい。（不支給の場合でも、その旨の届出が必要となりますので、ご連絡をお願いします。） 


